
〈Résumé〉
  Cet article est la première partie d’un essai philosophique qui a pour but d’élairer la généa-

logie de la notion « justice commutative » dans l’histoire de la philosophie occidentale. Pierre-

Joseph Proudhon (1809-1865) a clairement écrit dans Idée générale de la révolution au XIX e 

siècle: « Il faut traverser [...] l’ancienne notion de justice distributive et arriver à celle de justice 

commutative » (Proudhon [1982], 186), mais sa signification n’a pas été pleinement apprécié. 

Nous commançons cette recherche par la lecture d’Aristote, qui a originairement divisé la 

justice particulière en deux (« justice distributive » et « justice corrective ») ou trois (les deux 

et « justice commutative »), et nous cherchons dans cet article la possibilité de cette division.

  Dans la première section, nous présentons notre plan de l’ensemble et le but de cet article. 

Ensuite, dans la deuxième section, nous précisons la position de la notion justice dans L’éthique 
à Nicomaque d’Aristote. Puis, dans la troisième section, nous discutons sur les deux espèces de 

justice particulière comme justice formelle. C’est dans la quatrième section que la « justice 

commutative » est l’objet. Cette justice est pour ainsi dire une justice mixte dont le principe est 

de « justice distributive », mais utilisant celui de « justice corrective ». De plus, parce que la 

« nécessité » et sa représentation (« monnaie ») sont indispensables pour celle-là, « justice 

commutative » aura de la substance. Dans la cinquième section, nous mentionnons le discours 

sur l’échange dans Politique et l’amitié dans L’éthique et examinons le problématique de 

« justice commutative ». Finalement, dans la sixième section, nous écrivons la conclusion et 

notre perspective à la suite.

1．はじめに

1-1　全体構想の概略

　本稿は 4編構成の交換的正義概念の系譜をめぐる哲学的試論の第 1編であり，独立した哲学史

研究の論でもある 1）。まず，全体構想の概略，訳語をめぐる問題，本稿の目的と展開を述べる。

　全体構想は，近代フランスの社会哲学者ピエール＝ジョゼフ・プルードンの思想の位置付けに

関わる。プルードンが『十九世紀における革命の一般理念』（1851）において，社会原理を配分

的正義（justice distributive）から交換的正義（justice commutative）へと改めるべきだと主張し

たこと（Proudhon ［1982］， 186）の意義は過小評価されていると考えられる。初期社会主義者の

一人と目され，自由主義的政治経済学の議論にも一定以上に精通していたプルードンが，近代社
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会の本格化する時代に，このようなテーゼを掲げた意義を明らかにするのが全体を通じての目的

である。

　この研究の必要性は，交換的正義（および配分的正義）概念の意味づけが，時代・論者によっ

て大きく異なること，同時に，事柄として，配分的／交換的という区分が，それほど明瞭でない

ことに由来する。前者に関し，前述のプルードンの主張は，現代の観点からすると，垂直的な配

分を基礎とする社会像に替えて，人々の水平的な相互性（réciprocité, reciprocity）に基づく交換

を基礎とした社会像に，と読める。だが，19世紀中葉の社会が，垂直的配分に基づく社会だっ

たとは言えないだろう。後者に関し，交換的正義とは，結局，基本的人権の平等な配分の別の表

現であるいう見解も成り立つ。4編を通じて，人間社会における正義のあり方，とりわけ，ロー

ルズ的な配分的正義の議論以降に，別の正義の構想が成り立ちうるか考察する際の基準を明確化

したい。

　全体構成は以下の通りである。第 1編（本稿）において，アリストテレス『ニコマコス倫理

学』（以下，基本的に『倫理学』と略記）の議論を中心に，西洋哲学史における交換的正義論の

始まりについて論考する。第 2編では，その議論を踏まえたトマス・アクィナス，ドゥンス・ス

コトゥスら，中世における議論展開を概観し，そこでの論争の意義を明らかにする。第 3編では，

近代社会契約論の祖と目されるトマス・ホッブズを軸に，以前と以後の議論展開を概観し，配分

的正義と交換的正義の概念布置の変化とその意義を明らかにする。そして，第 4編において，18

～19世紀における経済学的諸思想の誕生の中で，交換的正義がどう扱い直されたかを明らかに

し，プルードンによる交換的正義の更新的復権の意義と射程を明らかにする。

1-2　訳語をめぐる問題

　交換的正義について考察する際，訳語に注意しなければならない。アリストテレスは，『倫理

学』第 5巻で，「部分的正義」を二つの正義へと分ける。一方の「配分的」正義は，ギリシア語

の διανεμητιkὸνに対するラテン語訳がほぼ distributivaに定まり，英語の distributiveなど近代語

訳も定まっている。他方は，ギリシア語において διορθωτιkὸν（近いニュアンスの語に

ἐπανορθωτικὸνも）と表現されたもので，英語では corrective，最新の日本語訳では，「矯正的」

「是正的」正義という原語のニュアンスに則った訳語が当てられている。

　後者の正義について膨大な論争がある。仮に，「交換的正義」が「矯正的正義」の一部である

という立場を採るとして（4-5参照），「矯正」「交換」を包含する概念がない以上，いずれかで

代表しなければならない。διορθωτιkὸνのラテン語訳として，一方で，当時最も影響力のあった

翻訳（トマスも参照した）の一つで用いられた directivaはじめ，regulativa，correctiva，rectifa-

tiva等々，「正す」系統の語が用いられ，他方，トマスが与えた訳語であり，「時代を通じて最も

一般的」となった commutativaを最巨頭に，交換・応報系統の語がより多く用いられた歴史が

ある。それに対応し，英語の commutative justice，日本語の「交換（的）正義」のような直訳近

代語が流通する（以上，Englard ［2009］， 2-3, 7）。やがてホッブズが，行為の正義が commutative
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と distributiveの二つに分けられてきたと述べるとき，前者の正義に「正す」のニュアンスは含

まれていない（Hobbes ［1996］， 99-100）。

　以上のみならば，「交換的正義」と訳されている語に，本来は「正す」というニュアンスがあ

る，つまり「交換＝矯正的正義」なのだと捉え，後者のニュアンスが忘却されたと加えれば済む。

しかし，事態を複雑にしたのは，アリストテレスが，二つの部分的正義に次いで展開した応報

（相互性）の議論である。ここで，「第三の正義」が論じられていると見なす立場がある（現代の

アリストテレス解釈の主流はそのような解釈である）。その場合，この「第三の正義」こそが

「交換的正義」と呼ばれる。つまり，配分的（distributive）／矯正的（corrective）／交換的

（commutative）の三者が並ぶことになる。だが，第二のもの（あるいは，第二と第三を包括す

るもの）の訳語として commutativeが使われてきた歴史もあるのだから，当然のこと，混乱が

生じる。

1-3　本稿の目的と展開

　上述のような錯綜を前に，むしろ驚くべきは，近代において，配分的正義と交換的正義という

概念セットが，出自の混乱をよそに，困難なく用いられてきたことである（アリストテレス研究

の文脈を除けば）。近代社会哲学において，ホッブズからプルードンに至るまで，この二つの正

義が二つたることへの疑義が真摯に呈示された形跡はない。何かが忘却されたと言うべきだろう。

　そこで本稿は，アリストテレスが設定した区分をどう評価できるのかを考察する。アリストテ

レス解釈における正しさを争うことが目的ではなく，交換的正義概念が，どのような可能性を胚

胎したものだったのかを，以後の論争を誘発することになった特質を含めて見ることにしたい。

　以下，次の順序で論じる。まず，『倫理学』における「人柄の徳」としての正義の位置付けを

確認し（2節），それをうけて配分的正義と矯正的正義の形式性を明らかにする（3節）。ついで，

交換的正義が応用的正義であることについて述べ，交換的正義をめぐる論争について付言する

（4節）。そののち，『政治学』の交換についての議論および『倫理学』における友愛論を概観し，

交換的正義に孕まれた問題性とその解決の糸口について明らかにする（5節）。そして，第 2編

以降の問題を予告しつつ，結論を述べる（6節）。

2．『ニコマコス倫理学』における正義の位置付け ― 徳と正義 ―

2-1　幸福論から徳論へ

　幸福論として始まり，幸福論に終わる『倫理学』は，その第 5巻で正義について論究する 2）。

幸福論が徳論に展開し，徳論の一部として正義論が置かれるのだ。正義の位置付けを捉え損ねな

いために，本節では，その手順の要点を確認し，徳一般の中での正義の特異性を確定する。

　アリストテレスは述べる。幸福は，手段ではなく，それ自体が追求される目的である点で「完

全なもの」であり，それだけで人生を望ましいものにするという点で「自足的なもの」である。
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ただし，幸福の自足性は，孤立して生活する者にとってのものではなく，共に生活するというこ

とを含んでのものである。人間は自然本性的にポリス的であるからだ（1097a31-b12）。

　こうして幸福は，最善のものと考えられているが，人間の「働き（ἔργον）」を論じることでそ

の意味が明確化されると述べられ（1097b24-25），徳＝卓越性（ἀρητή）の議論が始まる。大工

や靴職人に特有の働きがあるように，人間に特有の働きを「理り（λόγος）に基づいた」「魂の活

動」と捉えるなら，たとえば，卓越性に基づく演奏があるように，卓越性＝徳に基づく魂の活動

がありうる。すると，人間にとってのよさとは，「もっとも善く，もっとも完全な徳に基づく魂

の活動」ということになる（1098a7-20）。明確に言った場合の幸福とは，完全な徳に基づく魂の

活動である。こうして，『倫理学』の多くの部分は，徳について論究する形で展開する。

　徳には，大別して二種類がある。「思考に関わる徳（知的な徳）」と「人柄（性格）に関わる

徳」である（1103a4-10）。後者の代表例は，勇気や節制だが，本稿の主題である正義も，この一

つと数えられる。正義とは，まず，基本的に，人柄に関わる徳
4 4 4 4 4 4 4

である。

2-2　正義とその他の「人柄の徳」の共通点

　次に，正義と他の「人柄に関わる徳」との共通性を見よう。正義は，他の「人柄の徳」と同じ

く，人間的なもの，人間にふさわしいものである。正義の行為は，神々にはふさわしくない

（1178b10-13）。幸福について再論される最終の第 10巻において，観想的生活が，神的なものを

含むとされるのに対し，正義や勇気といった「人柄の徳」は，人間的な事柄に関すると捉えられ

ている（E.N.10.7-8）。正義とは，超越的な基準に照らして，その有無が判断されるものではな

い。

　正義の人になるには，他の「人柄の徳」の場合と同じく，一定の性向（ἔξις）を身につけてい

なければならない。節制ある行為をしなければ，節制ある人にならないのと同じく，正義の人に

なるには，正義にかなった行為をなさなければならない（1105a26-35）。

　正義の性向が中間性（中庸＝ μεσότης）を志向する点も，他の「人柄の徳」の場合と同じであ

る。「しかるべきときに，しかるべき事柄について，しかるべき人々との関係で，しかるべき目

的のために，しかるべき仕方で」感情をもったり，行為したりすることが「中間にして最善」で

あり，それこそが，徳に固有のことであるとされる（1106b21-23）。たとえば，向こう見ず（超

過）と臆病（不足）の中間に，勇気という「人柄の徳」が位置づく。

　この中間性をめぐる第 2巻第 6章の議論において，正義論にとって重要な「比例（ἀναλογία）」

の概念が登場する。徳に固有の中間性は，算術的比例に基づくものではないという文脈である。

10と 2に対する 6が，算術的比例に基づく中間だが，10では超過で，2では不足という場合，

必ずしも，「しかるべき」ものに値するのが 6とは限らず，その場合の「中間」を「われわれと

の関係における中間」とアリストテレスは呼ぶ（以上，1106a29-b8）。アリストテレスは，正義

の場合，ことは単純でないと認めつつ，やはり，それが徳の一つである以上，中間性を志向する

ものであると述べている（1108b7-10）。

36 交換的正義概念の系譜におけるアリストテレスと問いの源泉



2-3　「人柄の徳」における正義の特異性

　人間的なものであること，一定の性向を身につけて具わること，中間性を志向すること，以上

の点において，正義は他の「人柄の徳」と共通である。それでは，正義はもろもろの「人柄の

徳」の中でどう特異か。第 5巻の議論を見よう。まず注意すべきは，「正義」も「不正」も多義

的である点だ。アリストテレスは，全体的正義，すなわち「法の正義」と部分的正義を区別する。

　勇気ある行為，節制ある行為等々を命じる「法の正義」は，「徳の部分ではなく，徳の全体」

であり，「他者との関係における」「完全な徳」と呼ばれる。勇気であれ節制であれ，どのような

「人柄の徳」も，他者との関係において発揮されるものとしては，正義である。この意味での正

義は，個々の「人柄の徳」と比して，一段上に位置付けられるものだと言える（法の正義につい

ては，本稿に次ぐ第 2編で詳述することになる）。だが，岩田も指摘するように，他者に向かう

徳を総称して正義と呼ばれていると捉えてはならない。正義は，他者に対する使用・行使である

点で，性向の所有を意味する徳とは異なるからだ（岩田［1985］， 252-253）。とはいえ，全体的

正義の外延は徳のそれと一致している（以上，1129b19-1130a13）。

　本稿の主題である部分的正義は，あくまで，「人柄の徳」の一つとして論じられるものである。

部分的正義は，勇気や節制と同じく，固有の中間性を問えるような一つの徳，「徳の部分」

（1130a14）である。だが，この部分的正義も，先の全体的正義と同じく，他の「人柄の徳」から

は際立つ特質を具えている。それは，もっぱら
4 4 4 4

他者に向いた徳だという点である。勇気や節制は，

さしあたりは，単独の人間の性向と捉えられる。しかし，部分的正義の場合，そもそも他者との
4 4 4 4 4 4 4 4

関係におけるもの
4 4 4 4 4 4 4 4

であることが前提となる。それこそが，正義の議論を単純でないものとする理

由である。その中間性を問おうとするときに，単独の人間に焦点に当てて議論することがそもそ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

も不可能
4 4 4 4

な「人柄の徳」が部分的正義なのである。

　全体的正義の外延が，他者との関係における徳の外延と一致している以上，勇気や節制も，そ

れが他者との関係において行使された場合，全体的正義の一部分となり，部分的正義の行使も，

もちろん全体的正義の一部分である。その中で，他者との関係の中でこそ
4 4

徳が問題になるような

「名誉や財貨や身の保全をめぐるもの」が部分的正義の領域である（1130a33-b5）。

　部分的正義の中間性は何か。アリストテレスは述べる。不法なことすべてが不公平なことでは

ないが，不公平なことはすべて不法である。それゆえ，不法なことが全体，不公平なことが部分

という関係が成り立つ（1130b8-11）。すると，法に適っていることが全体，公平であることが

部分という関係も同じく成り立つと考えてよい。このようにして，部分的正義は，公平性へと焦

点化され，正義の中間性とは公平性のことである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と明言される（1131a10-11）。以上の議論をま

とめて，部分的正義とは，他者との関係において
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，名誉
4 4

・財貨
4 4

・身の保全をめぐり
4 4 4 4 4 4 4 4

，公平という
4 4 4 4 4

中間性を志向する人柄の徳である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，と整理できる。
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3．配分的正義と矯正的正義

3-1　配分的正義と事物同士の関係

　本節を通じて，二つの部分的正義として提示される配分的／矯正的正義を，形式的な正義とし

ておさえる。両者は次のように定義される。「一方の種類は，名誉や財貨，そして他の国制をと

もに構成するもののうちで分かちあうような事柄の「配分」に関わるもの」であり，「他方の種

類は，人と人とのやりとりにおける「矯正的なもの」に関わるもの」である。後者には，本意の

もの（販売，購入，貸与等々）と意に反したもの（窃盗，姦通等々，秘密裏に行われるものと，

暴行，監禁，殺人等々，暴力によるもの）の二種がある（1130b30-1131a9）。

　まず第 5巻第 3章で扱われる配分的正義，すなわち，ポリス内で財貨等の物質的なもの，名誉

等の精神的なもの双方を公平に配分する際の正義の内実を見よう。前節を踏まえ，どのような配

分こそ公平で中間的とされているのか，誰のどのような場面での配分かという順で議論を追う。

　正義は最低でも四項によって成り立っていなければならない（1131a18-20）。他者との関係に

おける徳の行使としての正義は，最低でも二人の人間と，公平性が問題になるような二つの事物

とがなければ成り立たない。「二人の人と二つのもののあいだに成り立つ等しさは，同じ等しさ

である。なぜなら，後者の二つのものの関係は，前者の二人の関係に対応しているからである」

（1131a22-25）。こうして，等しい人同士の間で配分が異なれば，逆に，等しくない人同士の間で

配分が同じであれば，不公平ということになる。配分的正義の原理と呼ぶべきは，「幾何学的比

例」である（1131b13-14）。人 A対事物 Cが，人 B対事物 Dと等しい場合に，配分的正義が成

り立つ。

　ここに，正義と他の徳との違いから帰結する重要な特質が見出される。正義は他者との関わり

のみならず，事物と事物の関係性に関わる形でしか成立しえない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

「人柄の徳」である。たとえば，

戦争の状況で，逃げ出すのは臆病（不足）で，戦うのが勇敢（中間性）であるように，他の徳の

場合，「人」対「事物」の場面での「人」のあり方のみが問題になる。対して，正義は，「人」の

「人」に対するあり方の正不正の条件に，「事物」対「事物」の関係が不可避的に関わる。

　事物同士の関係性が配分的正義の条件として機能するという考えは，今日に至る正義論の系譜

の始まりに位置する本質的事柄だと考えられる。しばしば指摘されるように，幾何学的比例の考

え方自体は，プラトンの『法律』（757B-C, 744Cほか）および『ゴルギアス』（508A）にも見ら

れる（Del Vecchio ［1953］， 57n.3; Gauthier & Jolif ［2002］， II-1， 349; Englard ［2009］， 6ほか多数）。

Englard ［2009］は，そのことに言及しながら，プラトンが幾何学的比例を算術的比例の優位に

置いたのに対し，アリストテレスはどちらをも厳密な意味での公平性と捉えたとする（Englard 

［2009］， 6） 3）。

　もっぱら複数の正義（およびその原理）の優劣に関わる議論が問題であるなら，アリストテレ

スはプラトンの設定した問題圏の中で論じていることになる。他方，同じく複数の正義とその原

理を論じつつ，そこに新しい基軸が見出されるなら，問題の地平は別に設定されたことになる。

38 交換的正義概念の系譜におけるアリストテレスと問いの源泉



本稿は，後者だと考えるに際し，事物同士の関係性が俎上に乗せられた点を強調したい。誰のど

のような場面での配分かという問いの方に移り，その根拠を明らかにしよう。

3-2　配分的正義の形式性

　配分的正義の議論において問題になるのは，もちろん，人と人との「等しさ」の基準である。

知られるように，アリストテレスは「価値（ἀξία）」の概念を用いる。先の配分的正義の説明の

後，その説明の正当性を示す根拠の一つとして，「配分は価値に基づくことからも明らかであ

る」と述べられる（1131a24-25）。価値とは具体的に何か，複数の見解が示されてきた。

　第 5巻第 4章で，たしかに，アリストテレスは，「共有の財貨から配分が行われる場合，お互

いにそれに注ぎ込んだ分の割合に応じて行われるはずだ」（1131b27-30）と述べており，価値と

は，まず，共同体に対する貢献の度合いであるという解釈を可能とした（e.g. Johnston ［2011］， 

73）。あるいは，同第 5章の，公権力をもつ者を殴るとより多く罰せられるという議論から，中

世における解釈に代表されるように，価値とは，まず，政治的地位のことだという解釈も存在し

てきた（Englard ［2009］， 14， 18） 4）。アリストテレス自身，第 4巻第 3章で，価値とは「外的な

善」に値することであり，「外的な善」の中でも，名誉が最大のものであると述べてもいる

（1123b20）（のちの箇所では，友人が最大の「外的善」とも述べられる（1169b8-10））。

　だが，「配分は価値に基づく」という記述の直後，何らか価値に基づくことには万人の同意が

あるが，価値の内容についての同意はないとはっきり述べられ，民主制，寡頭制，優秀者支配制

それぞれの擁護者の持ちだす価値は異なるだろうと例示されている（1131a25-29）。このことか

ら，配分的正義は，価値に関するものではあれ，価値の内容については中立的で，多くの論者が

指摘するように，「形式的な
4 4 4 4

」正義であると捉えるのが妥当である（Lapie ［1902］， 45; Englard

［2009］， 6ほか）。とはいえ，いかなる配分にも一定の正義があるという相対主義の主張とは捉え

られない。ポリス内に一定以上の「外的な善」についての共通認識があり，どのような価値に基

づく配分が望ましいか定まっていなければ，配分の正不正を言うことは通常できまい。

　このことに関連して，配分的正義が，誰のどのような場面の「人柄の徳」であるかの答えは明

確である。配分を得る当事者であれ，配分する主体であれ，配分に与る者一般が，同じ価値に基

づく配分をしようとする場面である。その点，近代の，とりわけ再分配型国家に関して言われる

配分的正義のイメージとは大きく異なる（Fleischacker ［2004］， 14-15） 5）。アリストテレスは，

配分を得る当事者にも着目し，人柄の問題として「不正な者がより多くを取り，不正を受ける者

がより少なく取ることになる」（1131b18-19）と述べている。

　配分的正義の形式性を支えるものこそ，事物同士の関係性を含む四項関係だと考えられる。プ

ラトンの議論と比較しよう。『法律』においてプラトンは，幾何学比例によって配分される対象

として，役職や税金や分配金（744C），そしてとりわけ名誉（757B-C）を挙げる。対象という点

では，アリストテレスはプラトンを継承している（役職については，『政治学』で述べられる）。

また，価値についても，祖先や当事者の徳性，身体の強さ・相貌，貧富と複数の価値が挙げられ
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ており（744C），価値の複数性という点でもプラトンを継承しているように見える。

　だが，プラトンの関心が，複数の価値の関係性に向いているのに対し，アリストテレスは，あ

えて，価値相互の関係性を問わずに，かの四項関係という形式を提示したと捉えられる。プラト

ンは，幾何学的比例による公平さは「ゼウスが判定するもの」で，「本性に応じて適当なものを」，

とりわけ徳に応じて名誉を分け与えるものだと述べ（757B-C），さらに，徳性や身体のみならず，

財産の多寡が価値として用いられ，財産階級が設けられたのは，「ポリスが万人に均等な機会を

提供するため」だと説明する（744C）。一見して明らかなように，国家建設を主題に議論展開す

るプラトンは，制度論として，どの価値に基づく配分が公平であるのかにコミットし，価値に順

序関係を設ける。対するアリストテレスの関心は，価値が共有された後の場面を想定しており，

人間的なものとしての配分的正義の中間性の内実となる幾何学的比例関係そのものに向いている。

　アリストテレスから離れて，あえて強く言えば，幾何学的比例の論理は，事物の関係性こそが

人間の価値を決定する転倒にすら開かれる（つまり，1対 2の事物が配分される二者の価値は 1

対 2と観察できる，というような）。もちろん，アリストテレスは価値共有後の場面の「人柄の

徳」を語っており，そのような読解はあり得ない。だが，プラトンと対照的に，価値の順序関係

を論じなかったアリストテレスの議論形態は，事物の関係性の重視ゆえ，転倒にすら開かれた形
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

式性
4 4

を帯びたことで，近代正義論にまでおよぶ枠組設定に決定的だったとも考えられる。

3-3　矯正的正義の別様の形式性

　次に，第 5巻第 4章で扱われる矯正的正義，すなわち，本意・不本意いずれかの，人と人との

やりとり（係わり合い＝ συναλλάγματα）に関する正義について見よう（トマスを代表格に，「交

換的正義」とも訳された問題含みの議論である）。アリストテレスは，意に反して（相互了解に

基づかずに）行われる窃盗と姦通を例に議論を進める。まずは，その議論を対象とする。

　窃盗や姦通において，加害者および被害者が普段高潔か劣悪かに関係なく，法は，そこでやり

とりされた「害」にだけ注目して両者を同等に扱い，裁判官は，害のやりとりによって生じた不

公平を公平に復する。つまり，加害者の得た利得に対し，損害によって減殺するかたちで，公平

性が回復される。その原理と呼ぶべきは，「算術的比例」であり，配分的正義の幾何学的比例と

は異なる。当事者の価値と無関係に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，「損害と利得の中間」を志向するのが，矯正的正義である

（以上，1131b33-1132a19）。「裁判官は平等を回復させる者であるが，彼の役目はあたかも，不

均等に分割された線分を，大きな分割部分から，それがちょうど半分を超過した分を取り除いて，

これを小さな分割部分につけ加えるようなものである」（1132a25-28）。

　誰のどのような場面での中間性を志向する「人柄の徳」かという点で，この正義は明確である。

裁判官が両当事者という他者を前にして行使し，平均化というかたちで中間性を志向するもので

ある。また，四項関係で成り立つ配分的正義に対し，事物同士（損害・利得）の関係にこそ焦点

の当てられた正義だと言える。その意味で，矯正的正義は，配分的正義とは別様の形式性
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を具え

た正義である。人の価値をあえて考慮に入れず，損害・利得に関する純粋な算術的操作に基づく
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ような「人柄の徳」だからである。

　ところで先に，徳に固有の中間性は算術的比例に基づくものではない，という議論に言及した

（2-2）。だが，上記の議論とその記述とは矛盾しない。なぜなら，徳の中間性に関する議論の中

で，すべての行為に中間性があるわけではないとして挙例されるのが，まさに姦通，窃盗，殺人

など，矯正的正義の関わる領域のものだからだ。これらは，「常に誤っている」（以上，1107a9-

17）。当事者の誤りを前にした第三者の徳こそが問題とされる正義なのである。

　この議論に対し，矯正することと刑罰を与えることとは異なるという批判がなされてきた（cf. 

Gauthier & Jolif ［2002］， II-1， 359; Raphael ［2001］， 51-52）。だが，正義論の歴史に関心の焦点を

当てれば，アリストテレスは，配分的および矯正的正義の二つによって，正義の二つの形式性
4 4 4 4 4 4 4 4 4

を

露わにさせたのだと考えられる。前者によって，価値内容を問わず，人と人との関係性が事物の

関係性に合致する形式での正義，後者によって，事物と事物の崩れた関係性を本来の関係性に戻

す形式での正義が示され，「人柄の徳」の問題であるという前提を逃れ，正義そのものの形式性

を問える地平が萌芽していると捉えることができる。これら正義は，誰のどのような場面での，

という条件を外しても，形式的なものとして自存するように見えるからだ。おそらく，応報をめ

ぐる論争が生じたことは，この形式性に由来する。その議論の錯綜に分け入ろう。

4．応報・交換的正義について

4-1　本意のやり取りをめぐって

　矯正的正義をめぐる議論を錯綜させた大きな要因は，本意のやり取りをめぐる議論である。そ

れを論じた第 4章末の箇所（1132b11-20）を，どの場所に置くべきかで，すでに解釈が分かれる。

その箇所で，まず，矯正的正義がその中間性を志向する損害・利得という語が，元来は，自発的

な交換に由来する言葉であることが指摘される。ついで，その根拠が示された後，「本意からで

ない取引の場合の正しさとは，何らかの利得と損害との中間であり，取引の前と後における公平

性の確保である」（1132b18-20）と結論づけられる 6）。この箇所を，章末ではなく，先に言及し

た「損害と利得の中間」についての議論の前（1132a14），または直後の，裁判官の役割を述べる

直前（1132a20）に移動することなどが提案されてきた。姦通や窃盗など刑法的な事柄のみなら

ず，売買契約等，民法的な事柄においても，第三者の矯正的正義が要される場面があること，な

により，矯正的正義が本意・不本意の事柄に関すると述べられていたこと（1131a1-9）が論拠で

ある。

　仮に移動案を採用するとしても，ここでの議論は，本意によるやり取りに関する不正を矯正す

る場面に限ったものであり，商取引のすべてが語られているとは見なせまい。実際，商取引の議

論が行われるのは次章なのだ。すると，商取引をめぐる正義には二種類がある（A），または，

二章にまたがり本意・不本意のやり取りについて議論されており，包括して「矯正的正義」の名

が与えられている（B），以上二つの見方が可能だ。
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　逆に，移動案を採用しなかった場合も，本章において，例としては本意でない取引のみを論じ

ているが，当然に本意の取引でも同様だと考えられている（C），本章では，不本意の議論だけ

に絞り，次章での本意のやり取りについての議論を章末で予告している（D），以上二つの見方

が可能だ。（C）を採れば，次章の議論は，矯正的正義の議論が済んだ後の議論ということにな

るので，そこでは，商取引についての別の正義が議論されるという考えに（C＝ A），（D）を採

れば，次章の議論は，本意のやり取りについての議論に割り当てられており，もともと，矯正的

正義には，本意・不本意があると述べられていたことに照らし，二章にまたがって「矯正的正

義」の議論がされているという考え（D＝ B）になる。結局，移動案を採用するか否かを問わず，

次章の応報についての議論は同じ問題を抱えており，次章の第 5章を見なければ結論は出ない。

ここではそのことを確認したに留め，4-2末で結論を得る。

4-2　応報について

　交換的正義概念の出自と言える第 5巻第 5章の冒頭で，ピュタゴラス派の主張として，応報

（相互性＝ ἀντιπεπονθός）こそ無条件に正しいとする考え方が紹介される（1132b21）。応報＝相

互性の歴史については，Johnston［2011］が，正義論を功利主義と義務論の二大主流でのみ見る

ことを批判し，概観している。応報の正義とは，いわゆる，「目には目を」の発想，善には善を

返し，悪には悪を返すという伝統的な正義観である。ただし，歴史的に，それは必ずしも等価の

返しであるべきとされてきたわけではない。Johnston［2011］は，「不均衡の相互性（imbal-

anced reciprocity）」という語を用いて，「均衡のとれた相互性」である「目には目を」が自由民

同士についての条項であって，同じハンムラビ法典の二つ後の条項に，賎民の目を損なった者は

銀 1マナを支払わなければならないと書かれていることを紹介する（Johnston ［2011］， 30， 17）。

　プラトン『国家』におけるソクラテスは，害悪に害悪を返すという意味での応報（復讐）は正

しくないと述べる（335D-E）が，上述の観点からすれば，これは正義論の歴史における画期的

主張と見なしうる（Johnston ［2011］， 44）。Johnston［2011］の整理にしたがえば，プラトンに

おいて，正義は技術の対象となり，強制力で実現されるべきものとなる。対して，アリストテレ

スは，相対的に平等な者たちの一連の関係が正義の問題であり，伝統的ともいえる相互性こそが

彼の正義理論の「碇」であるとされる。（Johnston ［2011］， 65） 7）。

　さて，アリストテレスは，ピュタゴラス派の主張が，配分的正義にも矯正的正義にも合致しな

いと明言する（1132b24）。そして，中世アリストテレス解釈において注目された事例，すなわ

ち，公権力をもつ者が殴っても，殴り返されてはならないが，逆に，公権力をもつ者を殴ると，

殴り返されるだけでなく，懲罰も受けるという事例を挙げる（1132b28-30）。だが，これは，応

報を「無条件に正しい」と見なすことへの反例であり，応報が，いかなる場合にも正義たりえな

いという主張を読むことはできまい。それゆえ，アリストテレスは，次のように述べるのだ。
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だがそれにもかかわらず，交換のための共同体において人々を結びつけるのは，この種の正義，

つまり比例に基づいた応報であって，等しさに基づいた応報ではない。なぜなら，この比例

に基づく応報が行われることによって，ポリスが維持されているからである。［…］あるいは

また，善には善で報いることも，人は求めている。さもなければ交換が成り立たなくなるが，

まさにこの交換によって人々の結び付きは維持されるのである。（1132b32-1133a2）

　ここで，善に対して比例に基づき善を返す応報によって交換の共同体が成り立ち，ポリスが維

持されていると述べられる。そのような意味での応報＝相互性が，「この種の正義」と呼ばれる。

単なる応報ではなく，比例に基づくことによる規範性を帯びた応報が「正義」と呼ばれる。これ

は多くの研究者が第三の「交換的正義」と呼ぶものである。そもそも人間は自然本性からしてポ

リス的であった（2-1）。だが，自然本性だけでポリスが維持されるのではない。交換による結び

つきが，ポリス維持の重要な要因である（他の要因である友愛については，5-2で見る）。

　アリストテレスは，「対角線に沿った組み合わせ」という表現を用いて四項関係からなるこの

正義を説明する。Aを大工，Bを靴職人，Cを家，Dを靴とし，四角形 ACDBを作ったとき，

対角線にあたる線分 ADと線分 BC，すなわち，大工と靴，靴職人と家の組み合わせが「比例に

基づいた与え返しを実現する」（1133a6-10）。注目すべきは，「まず比例に応じた等しさがあり，

次に相互の応酬が成り立っているなら」，交換的正義が成り立つという点である。あらかじめの

比例関係に基づかない交換関係は，公平でなく，関係も維持されないのだ（1133a10-14）。つま

り，A対 Bと C対 Dの外項の積 ADと内項の積 BC（つまり対角線関係）のイコールが事前に
4 4 4

成り立った上で
4 4 4 4 4 4 4

なされる交換が，正義に適っていると言われるのだ。それゆえ，応報は無条件に

ではなく，あらかじめの比例関係に基づいてなされる場合のみが正しい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

　誰のどのような場面での，他者との関係における「人柄の徳」か。それは，大工と靴職人が例

示されるように，交換関係に入る当事者の，交換相手との関係における公平さである。そして，

ここで少なくとも次の二点は明らかである。ここでの議論対象が，本意のやり取りについてのも

のであること，裁判官のような第三者の正義が問題とされているのではないことである。交換的

正義の議論は，「人と人とのやりとりにおける」ものであるが，不正な交換を第三者が正すとい

う場面，つまり，算術的比例が原理とされるような場面が論じられていない以上，上述の議論は，

「矯正的なもの」に関わる議論でないのは明らかである。次に，ここで問題にされている正義の

原理について見よう。

4-3　交換的正義の原理は何か

　交換的正義は，幾何学的比例を原理とするものと言えるのか。配分的正義が，人 A対事物 C

と人 B対事物 Dとの等しさ，交換的正義が，人 A対人 Bと事物 C対事物 Dの等しさという，

結局は同じ比例を問題にする以上，同じ原理に基づくものと言えるのか。上述議論についでなさ

れる「必要」（χρεία）をめぐる議論は，きわめて重要である。本稿では，配分的正義と矯正的正
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義の議論の意義を，その形式性においておさえたが，「必要」により媒介される交換の正義には，

実質性が伴わずにはいられない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

からだ。「貨幣こそ，取り決めによって必要のいわば代替物とさ

れたものなのである」（1133a29）。まず，必要の代理表象である貨幣の議論を見よう。

　比例関係の事前成立が公平な交換に欠かせないのは，事物同士の関係だけからは，公平性の基

準が発生しないからである。靴何足が家一軒に相当するのかは，靴や家そのものからは発生しな

い。アリストテレスは「成果は平等にされなければならない」（1133a1-9）と述べ，貨幣

（νόμισμα）という人為的なもの（法＝ νόμος）の発生へと議論を展開する（1133a30-32）。事物の

価値を比較可能にするための人為的尺度の発生である。これにより，事物同士の関係を価格とい

う形で事前確定できる。だが，より注目しなければならないのは，交換関係に入る当事者同士も

また「平等にされなければならない」と述べられる点だ。

実際，二人の医者からは共同関係は生まれず，医者と農夫から生まれるのであって，総じて

異なった，しかも平等ではない人たちから，共同関係は生まれるのである。つまり，その

人々は，互いに平等にされなければならない。したがって，そのための交換の対象は，すべ

て何らかの仕方で比較可能なものでなければならない。まさにこのために貨幣は導入された

のであり，これがある仕方で中間のものとなっているのである。（1133a14-20）

　ここには，矯正的正義の原理である算術的比例の発想が用いられると考えてよい。矯正的正義

が働くためには，当事者の価値をあえて考慮に入れずに損害・利得という事物の関係性だけに焦

点を当てるという形式的発想が必要なのだった（3-3）。ここでも，医者であれ農夫であれ，その

価値を捨象してこそ交換の正義が成り立ちうる。これは，事物同士の関係性が人同士の関係性に

一致する形でなされるべき配分の正義とは異なる発想である。

　アリストテレスは，交換の公平性を事前に担保する貨幣の議論において，先の対角線関係の議

論を一歩先に進めている
4 4 4 4 4 4 4 4 4

と考えられる。「大工」対「靴職人」が「家」対「靴」とイコールにな

るためには，いくつかの方法が考え得る。論理的には，家 1軒と靴 1足の交換が，生まれのよい

靴職人と生まれに劣る大工の間で行われるべき，というように，交換者の価値に比例させること

も可能だ。そのように複数ありうる選択肢の中から，ここで明確に，人同士の関係を 1対 1にし，

事物同士の量的な関係性で交換するべき
4 4

ということが選択されているのである。

　このことと，公平な交換が「比例に基づいた応報」であることとは矛盾しない。対角線関係に

おいて，交換者同士の価値と，事物の価格とが掛け合わされた形で交換がなされることと，交換

者同士の価値が均一化されて（1対 1になって），事物の価格に基づく形で交換が行われること

とは，本当は同じことである。つまり，交換者の価値が 1対 1なのか否かの違いがあるだけで，

形式的には，同じことがなされている。その形式性に実質を埋め込むのが，貨幣による事前性の

確保であり，貨幣の機能が，「必要」に根拠を置く以上，交換的正義は，否応なく，実質性を帯

びる 8）。つまり，価値中立的な原理だけで交換的正義概念は自足せず
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，価値内容の充填が概念成
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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立に不可欠なものとなる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。それが，配分的・矯正的正義との違いであり，固有の原理をもたず，

それら二つの混合形態がとられている点で，応用的な正義なのだと考えることができる。これに

ついては，応報が正しくあるためには矯正的正義と配分的正義の結合でなければならないとする

Lapie［1902］の議論に説得力がある（Lapie ［1902］， 35-40, cf. Englard ［2009］， 182）。

4-4　交換的正義の「弱い実質性」

　次に，貨幣が代理表象している当の「必要」の議論から，交換的正義の実質性の意義を考察す

る。「必要」こそが「すべてを結びつけている」と述べられる（1133a26-27）。だが，誰の
4 4

必要だ

ろうか。この箇所は，通例，プラトン『国家』のポリス形成の議論を背景にしていると指摘され

る。そこで，まずは『国家』の議論を見よう。

　『国家』のソクラテスは，各人が自給自足できず，多くの不足を抱えることがポリスの起源で

あるとして（369B），「ある人はある必要のために他の人を迎え，また別の必要のためには別の

人を迎えるというようにして，われわれは多くのものに不足しているから，多くの人々を仲間や

助力者として一つの居住地に集めることになる」（369C）と述べる。ポリスを作る要因が「必

要」であることが確認され，ポリスを思考の上で一から再構成する作業が行われるのだ。そして，

衣食住こそ最大の必要であることなどが指摘され，結果，必要最小限のものからなるポリスの成

員は，農夫，大工，織物工，靴職人，（その他必要品のために仕える者）の四，五人だとされる

（369D）。

　ここで，必要をめぐり，二つの異なる論理
4 4 4 4 4 4 4 4

が連続的なものとして用いられている。はじめに書

かれるのは，自給自足できない各人の
4 4 4

必要の論理であり，再構成の議論で用いられるのは，自足
4 4

的なポリスが成立するための
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

必要という論理である。

　アリストテレスの「必要」もまた，それを介して交換による共同関係を築くものであり，先に

見たように，ポリスを維持するのに資するものであった。だが，『国家』における二つ目の論理，

自足的なポリスが成り立つための必要という論理の方は，交換的正義の議論においては見られな

い。交換による結びつきがポリス維持の重要な要因であったとしても，交換における「必要」は，

あくまで交換に関わる各人であると考えられている。

そこで，交換されるものが平等となったとき，農夫の靴作りに対数関係は，靴作りの産物の

農夫の産物に対する関係と見合ったものとなって，ここに相互の応酬は完了する。だが，交

換が成立してしまった段階ではなく，自分の産物がまだ手元にあるときでないと，こうした

比例の形態に持ち込むべきではない［…］。こうして，両者が平等になることで，共同関係

が結ばれたのである。（1133a32-1133b2）

　たとえば，この記述は，内容としては事前性の確保についてのものだが，人対人という構図で

必要から生じる交換の問題が設定されていることを鮮明に表している。必要を代理表象する貨幣
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を媒介にした交換における正義は，たしかに実質性を伴う。けれど，出自として二つの形式的原

理に支えられた「人柄の徳」であるそれは，「弱い実質性」をしかもたない。つまり，少なくと

も，この章においては，ポリス成立のための必要という価値判断を具えた強い実質性までを帯び

るものとしては描かれていない。このことは，アリストテレスの交換的正義概念のもつ汎用性を

意味する。すなわち，通貨同士の交換比率さえ定まれば，共同体を超えて，交換的正義が広がり

うるとさえ言いうる。

　先に，交換的正義が応用的なものであることを確認した（4-3）。だが，それは，単なる複合形

態以上の意味を後代の議論に対して提供したと考えられる。本稿 1節で述べたように，やがて疑

いもなく配分的正義と交換的正義という概念セットが用いられることになるに足る，つまり，矯

正的正義以上に，配分的正義との対になるに足る理由があるのだ。それは，全体性
4 4 4

という概念で

おさえるべき事柄である。配分的正義は，配分されるべきものの全体を前提として始まるもので

ある。対して矯正的正義は，二者間での公正の回復の論理であり，生じた「差」のみが問題なる

以上，全体性に関わる正義ではない。ところが，交換的正義は，均等の事前性を担保する貨幣に

よって媒介されることで，貨幣使用の共同性の全体へと届いてしまう。これらのことから，後代

に，概ね垂直性／水平性という特質をもったものとして，配分的／交換的という正義の二分法が

用いられるようになるのは，その二つこそが全体性に届く正義とみなされたからだと仮説を立て

ることが許されよう。

　以上で，三つの正義についての議論を終えたので，次に，交換的正義をめぐる論争について付

言する。

4-5　部分的正義は二つであり，かつ，三つである

　主要な論争の第一として，そもそも交換的正義を第三のものと見なしてよいかという論争が

あった。見なしてはならないと捉える場合，第二の論争点として，交換的正義は，配分的正義と

矯正的正義，いずれの亜種なのかという論争に結びつく。逆に，交換的正義は第三の正義である

とする場合，他の二つの正義との関係はどのようになっているのかという第三の論争に結びつく

（以下，cf. Gauthier & Jolif ［2002］， II-1, 369-372; Broadie & Rowe［2011］， 343; Inamura［2015］）。

　まず，第一の論争については，本稿続編で詳しく見るように，中世において，部分的正義は二

つであるという見方が一般的であり，二つ目の正義は，矯正＝交換的正義と見なされる傾向に

あった。現在のアリストテレス解釈においては，この立場を採る研究者は，少数派であり（e.g. 

Young ［2006］， 187），多くの論者は，三つの正義と見ることが妥当だと考えていると言ってよい

（Jackson ［1879］， 87-88; Kraut ［2002］， 103ほか多数）。正義概念史の文脈で，交換的正義を第三

の正義と見なす立場を非常に強く批判している論者もいる（Del Vecchio ［1953］， 62n.9 9））。

　次に，第二の論争点だが，4-1末で触れた議論とも関連し，記述の順序ゆえ，多くの論者は，

矯正的正義の一部として捉えた。代表格がトマスである。つまり，「矯正＝交換的正義」の不本

意のやりとりについて，第 5巻第 4章で扱われており，第 5章で本意のやりとりについて論じら
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れているのだという説である。少数派であるが，配分的正義に属するとする論者もいる

（Stewart, J. A. ［1973］， cf.岩田［1985］， 264 10））。

　第三の論争点については，『倫理学』がアリストテレスの講義をノートしたものであるという

出自ゆえに，はじめ，部分的正義は二つであると述べたが，講義を進めるうちに，第三のものが

あることにアリストテレスが気づいたのだとする説がある（Inamura ［2015］， 192ほか）。だが，

その場合に，前二者の正義との関係の論じられ方は論者によって異なる。本稿は，両者の結合と

捉える Lapie［1902］の議論に説得力があると捉えた上で，応用的な混合形態と試論し，その内

実として，形式性に対する実質性があるという見方を示した。ただし，これは，アリストテレス

自身の価値判断がどのようであったかという意味での哲学史的関心からは離れ，後代の議論を踏

まえた上での読解であることに改めて注意を促したい。アリストテレス自身の価値判断について

は，公職の順番制等の議論との関連も含めて論じた Inamura［2015］に説得力がある。

　部分的正義が二つであるか三つであるかという論争について，本稿は次のように答える。二つ

か三つかのいずれかであるという前提をとるべきではない，と。なぜなら，部分的正義の数は，

二つであり，かつ
4 4

，三つだからである。

　配分的正義の原理は，幾何学的比例であり，矯正的正義の原理は，算術的比例である。部分的

正義の原理が，この二つに限られるという意味では，部分的正義は二つである。しかしながら，

交換的正義は，その実質性において，二つの固有の原理をもった正義とは異質な正義である。そ

の意味では，部分的正義は三つである。このように結論し，本稿の続編で中世以降の論争を検討

する際の基準とする。正義が論じられる際，その原理が問題とされているのか（原理の捉え方に

変化が生じたのかを含め），その実質が問題にされているのかを判断しなければならないだろう。

5．交換的正義の問題性と友愛

5-1　『政治学』における交換の問題性

　本節では，『政治学』の交換関連の議論，『倫理学』における友愛の議論を概観し，先に見たよ

うに（4-4），共同体を超える全体性への志向を有するとさえ考えられる交換的正義の孕む問題と，

その解決策の糸口について考察する。

　まず，『政治学』第 1巻の議論における「商人術」への批判を見ることで，貨幣の否定的側面

が乗り越え可能か否かを論じよう。『倫理学』において，貨幣は必要の代理表象であり，交換の

比例性を事前に確保し，交換の正義を可能にするための有益な取り決めと捉えられたのだった。

しかし，貨幣は，必要を超える。必要は有限であるのに対し，貨幣の増殖・蓄積は無限である。

必要＝貨幣により媒介され，実質性を得た交換的正義は，貨幣によって常に裏切られることと背

中合わせである。Inamura ［2015］は，交換をめぐる『倫理学』の議論と『政治学』との議論で

は，概念的背景が異なっており，前者においては，交換が相互的関係性に一致しているか否かが

問われ，後者においては，交換が，交換されるものの目的と一体化しているか否かという，自然
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本性に関する目的論的な問い方がされると述べる（Inamura ［2015］， 198）。本稿の関心に接続す

るならば，『倫理学』において「人柄の徳」の一つとして論じられた交換的正義は，『政治学』で

描かれる貨幣の無限増殖を前にして，意味を持ちうるだろうかという問いになる 11）。

　アリストテレスは，生活に必要で，家計やポリスによって有用な「獲得術」が，自然本性に合

致した家政術であるのに対し，「取財術」（この語は多義的である），より限定的に，「商人術」は，

別種の獲得術であり，それがもととなって「富や財産には限りがない」と思われると述べる

（1256b27-1257a1）。必要の有限性を超える，貨幣獲得の無限性
4 4 4 4 4 4 4 4

である。

　いわゆる使用価値と交換価値の区分について述べられたのち，「商人術」の発生についての記

述がなされる。概要は次のとおりである。まず，最初の共同体である家においては，「交換術」

が働く余地はない。複数の家からなる共同体が生まれて，有用なものと有用なものとを「必要」

にしたがって交換する物々交換（交換術）が始まる。これは，自然に合致したもので，いまだ取

財術ではない。だが，交換術から「しかるべき道理で」取財術が生じる。「というのは，欠けて

いるものを輸入し，余分に持っているものを輸出することによって，相互扶助が今までよりもポ

リスとポリスとの間で行われるようになったとき，必然に貨幣の使用が工夫されるに至ったから

である」。つまり，生活に必要な物が持ち運び容易ではないというところから，貨幣使用が生ま

れ，この貨幣の案出こそが，「必要」に基づく交換とは別種の取財術としての「商人術」を生む。

それは，交換による利益を最大化するための技術化を進めていく。そして，「あらゆる仕方に

よってではなく，ただ財の交換によってのみ」財を作るものとしての商人術が完成する。それは，

貨幣が交換の出発点であると同時に目的点でもあるがゆえに，そこから生じる富には限りがない。

こうして，商人術により財を獲得することは，必要の有限性を超えた無限増殖的なものとなる

（以上，1257a6-1257b40）。

　アリストテレスは，このような，商人術は，非難されて然るべきだと明言する（1258a39-b2）。

重要なのは，『政治学』のアリストテレスは，貨幣使用の必然性をポリス間での
4 4 4 4 4 4

交換にこそ置く

点である。上記の説明に加え，「交換的取財術の最大部分は海外貿易である」とも述べられる

（1258b21-25）。とはいえ，ポリスの紐帯を維持するのに役立つ，必要に基づいた交換の働きお

よび，その公平性を担保する事前の価値比例性確定の手段としての貨幣が，ポリスの枠組みを超

えるときにのみ，非難されるべきものとなるということではない。有限な「必要」を超えて無限

の取財を目的とした場合に，その交換は不正になると描かれている。

　この『政治学』の議論においても，交換的正義の議論は有効だと考えられる。商人術が非難さ

れるべきなのは，自然に合致していないということのほかに，「必要」によって実質性を得た

「人柄の徳」としての交換的正義から逸脱しているからだとも言えるからだ。ポリス間での交換

に話が及んで商人術への批判が展開されることの意味は重大である。それは一見，徳としての正

義という論じ方では対処できないもののように見えるが，実のところ，その反対なのではないか。

　アリストテレスにおける「必要」は，プラトンのそれとは異なり，個別者の視点に置かれてい

るのだった（4-4）。プラトンも，ポリス間の交換を問題にするが，あくまでポリスという全体に
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とっての「必要」という観点からである（371D）。対して，アリストテレスの描く交換は，構造

的に，貨幣に価値を見出す世界の全体性へと開かれている。貨幣がその有効範囲を拡げ，無限増

殖するとき，法的な規制によって交換の公平性を確保しようという試みの有効性は限定される。

今日的な国際司法のようなものを想定したとしても，原理的には，貨幣の無限性は，常に，有限

化する規制的枠組みを超え出ようとするものだろう。そのとき，「人柄の徳」として正義を見る

ことの優位性がむしろ明らかになる。共同体を超える交換を想定するならば，共同体的な思考を

前提とするのとは別様の正義の捉え方が必要だと考えられるからだ（このことの射程は続編にお

いての重要な論点になる）。

　しかしながら，アリストテレス自身は，個別者の他者に対する関係性という視点から，ポリス

共同体において公平な交換が行われること，一般化して言えば，もろもろの正義が実現するため

に必要なことに関心をもったと考えられる。それが，「友愛」に関する議論を導いている。友愛

論のすべてを見ることは到底できないが，以上の関心から一部を概観し，その限界を確定しよう。

5-2　友愛とポリス共同体の外部

　正義は，そもそも他者との関係においてしかありえない「人柄の徳」であった。本稿では，配

分的／矯正的正義を形式性においておさえ，どのような価値が支配する共同体であろうと，成り

立ちうるものと考えてきた。だが，それぞれの共同体において，それら正義が実質を得るために

は，人と人との間で，特有の友愛関係が成立していないとならないだろう。どのような正義がポ

リスにおいて支配的になるかについても，友愛のあり方が関わるとみられる。正義も友愛も国家

体制に応じたものであるという議論の中で，たとえば，王制において，正義は，「等しさではな

く価値に応じたものである」，「というのも，［その場合］友愛も価値に応じているからである」

と述べられるのである（1161a10-23）。そのようなわけで，友愛を主題とした『倫理学』第 8巻

冒頭で，アリストテレスは次のように述べる。

友愛はポリスをも一つに結びつけており，立法家たちは，正義の徳よりも友愛の方を，いっ

そう真剣に取り組むべき考慮事項としているように思える。なぜなら，協和は友愛といくぶ

ん類似しているように思えるし，立法家は，この協和をとくに強く目指しながら，敵対関係

である内乱を何にもまして徹底的に排除しようとするからである。しかも，たがいに友人な

らば，かれら二人は正義の徳をまったく必要としないが，双方が正義の人である場合には，

それにくわえてさらに友愛を必要とするのである。そして「正しいこと」のうち，もっとも

すぐれて正しいことは，友愛があるもののように思われる。（1155a23-29）

　交換もポリスを維持する要因であったが（4-2），立法家の観点から，より重要なのは，友愛で

あると述べられ，二者間においても，互いに正義という「人柄の徳」を具えていても，さらに友

愛が必要なのだと述べられる。友愛は相互的なものである 12）。アリストテレスは，無生物に対す
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る愛情が友愛と呼ばれえない根拠として，「愛し返す」こと，互いに「相手の善を願うこと」の

なさを挙げる（1155b27-31）。相互的な友愛関係こそ，もろもろの正義の実現にとっても必要な

ことであると解釈することができる。ここで問題となるのは，この友愛関係が，ポリス共同体に

おけるものに限られるのか否かである。もし限られるのであれば，あくまで，ポリス内の立法的

視点にとっての有益性ということになり，先の貨幣の無限性を前にして，友愛は限界をもつこと

になる。そうでないなら，交換的正義にも，共同体的枠組みとは別様に，より強い実質性を与え

うるものと考えることができる。

　アリストテレスは，基本的には，ポリス共同体内部でのことに関心を絞って論じている。第 9

章冒頭，友愛と正義が同じ事柄，同じ範囲の人間関係において成り立つことが確認され，両者と

もに人間が共同することのうちにあり，共同する程度に応じてそれらがあると述べられる。

「［…］仲間同士の正しさと，市民同士の正しさも同じではないし，ほかの友愛の諸関係において

も，これらと同様の正しさの差異がある」。さらに，不正に関して，立法の価値観を定めるよう

な記述，たとえば，「どこかの他人を叩くより，父親を叩くことの方が空恐ろしい」という記述

が見られる（以上，1159b25-1160a9） 13）。このような観点は，立法に活かされるべき，正義の実

質化に関わる論点だろう。同じ章の中で，次のように明言される。

すべての共同関係は，ポリス共同体のもろもろの部分であるように思える。なぜなら，人々

がともに進むのはなんらかの利益のためであり，それでかれらは，生活に役立つ何かを提供

し合うからである。とりわけポリス共同体は，はじめから「利益のための共同」としてつく

られ，以後もそのようなものであり続けるように思われる。なぜなら，立法家の狙いはそこ

にあり，人々は「共通の利益」が正しさであると主張するからである。（1160a9-14）

　立法者の狙いは，共通の利益のための共同体としてのポリスを維持することである。少し後の

記述に，「特定の種類の友愛は，特定の種類の共同性に伴うものだろう」（1160a28-30）とも述べ

られ，友愛関係は，ポリス共同体の部分たる特殊な共同性に伴うものであると捉えられている。

友愛に関するつづきの議論の中で，部分的正義で扱われた議論が論じ直されるのは，友愛がポリ

ス共同体における個別具体的な実質性を担保するものであると捉えられたがゆえのことであると

考えられる。それらの議論の中で，アリストテレスは，価値判断を行い，形式的と見られた正義

論に対して，実質的な内容を与えているように読解することができるのだ。その中で，二つの議

論についてのみ，早足になるが見てみよう。

　まず，配分的正義に関連する議論として，財貨の共有の議論が，優越性に基づく友愛において

も諍いが起こることの例として再論される。より善い人・より有益な人は，より多く貢献する人

間がより多くを配分されるべきだと考える。他方，窮乏している人・能力の劣る人は，困ってい

る人への援助こそ善き人である友人のするべきことだと主張する。これに対して，アリストテレ

スは，「友愛に基づいてそれぞれの種類の人により多く配分すべきである」，すなわち，前者に対
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しては名誉を，後者に対しては利得をより多く分けるべきであると述べ，価値の実質について言

明している（以上，1163a24-b32）。

　次に，第 9巻冒頭で展開される，交換的正義に関連する議論である。「共同体の友愛において

は，貨幣が共通の尺度として供給されている」。そのように確認したのち，友愛における見返り

の話へと展開され，約束についての議論へと運ばれる。そこでは，事物同士の交換以外の場面も

想定され（事物同士であれば，貨幣の議論で実質性はすでに語られているのだから），見返りが，

理想的には，当事者双方の見解の一致に基づくべきだが，そうでない場合には，「先に奉仕によ

る利益を得た人の方で金額を決めること」が正しいというかたちで，ここでも価値の実質につい

て述べられる（以上，1163b32-1164b21）。

　このように，友愛論は，ポリスを超えた貨幣の無限増殖を前に，共同体的思考に留まるという

限界を抱えてはいる 14）。しかしながら，ポリスの枠組みを超える正義の可能性，つまり，友愛関

係がポリス共同体外にも拡がりうる可能性を垣間見ることも可能である。それは，ポリス間のこ

とを論じる文脈ではなく，奴隷についてのアリストテレスの考えが示される箇所であるが，「い

かなる人間にも法と決まりに与かりうるすべての人間に対する正義というものが存在するよう

に」思われ，「それゆえまた，人間である限りにおいて，友愛もあるのだ」（1161b5-8）という

記述に見出される。このことは，基本的人権と国際法の整備が同時に進む近代における交換的正

義論を論じる際，念頭に置かれるべきで，続編での課題を形成するものと考えられる。

6．結論と得られた問い

　以上を通じて，アリストテレスの交換的正義に関する問題設定に孕まれた可能性について一定

の結論を得た。「人柄の徳」の一つである部分的正義に関する原理は二つ，幾何学的比例と算術

的比例に限られる。前者に基づくのが配分的正義であり，後者に基づくのが矯正的正義であるが，

いずれも，形式性という特質を色濃くもつ。それに対し，交換的正義は，必要に基づき，貨幣に

媒介されるという実質性を帯ざるを得ない点で，それらの正義とは異なる固有のものであると試

論した。だが，貨幣は，商人術を可能にし，交換的正義を逸脱し，裏切る傾向性をもつ。アリス

トテレスが，個別者の「人柄の徳」として正義を論じたことは，ポリス的枠組みを超える貨幣の

運動をも射程に入れて正義のあり方を論じられるという優位性をもったとも言える。対して，正

義の実現に実質性を与える友愛は，ポリス共同体への志向性が強い。しかしながら，そこにポリ

ス外の個別者同士の友愛関係を垣間見ることもできると捉えた。これらのことから，貨幣によっ

て実質性をもつ交換的正義が，貨幣使用の共同性の全体において，友愛関係に支えられる可能性

を示すことができたと考えられる。

　そこから，次のような見通しを得たと言える。近現代において，矯正的正義は措かれ，配分的

正義と交換的正義のセットで正義が語られるのは，いずれも，全体性へと到達する二つの正義だ

と捉えられたからではないか，というものである。さらに言えば，配分的正義が，「価値」に基
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づくというアリストテレスの発想から離れて（それは，アリストテレスの「配分的正義」が形式

的なものであるという出自と大いに関係する），「必要（needs）」に基づく配分という実質性を

得たときに，いずれも「必要」を媒介とするという共通性をもつ，垂直的な配分的正義および，

水平的な交換的正義という二分法を成り立たせたのではないかという見通しを語ることもできる。

ただし，このような見通しは，歴史的に見れば誤っているか，少なくとも，議論を単純化したも

のと言わざるを得ない。なぜなら，すでに，トマスにおいて，正義は二分化されたからである。

であるならば，中世におけるアリストテレス正義論の解釈に足を踏み入れた上で，近代的な二分

法の出自を問う必要がある。以上が，本稿の結論および，そこから得られた問いである。

注

※ 『ニコマコス倫理学』訳文は，渡辺・立花［2015-2016］および神崎［2014］をベースに，『政治
学』については，山本［1961］，プラトンについては，藤沢［1979］，加来［2007］，森他［1993］
をベースに，原典・英仏語訳を参照して一部訳文を改変させて頂いた。頁等表記は慣例にした
がった。

1） 配分的正義を主題にした哲学史研究は数多いが，交換的正義を主題としたものは少ない。近年
の研究に高橋［2013］があり，アリストテレス，ホッブズ，カント，プルードン，ヘーゲル，
マルクスを扱っていて意義深いが，本研究は，トマス，グロティウス，スミスらをも重視する。

2） 正義論の部分を独立した別の著作と捉える論者もいる（Gauthier & Jolif［2002］， II-1, 397）。そ
れについて整理したものとして，岩田［1985］， 271-272 n.1。

3） すでに見たように，徳に固有の中間性は算術的比例に基づくのではないという記述があり，ま
た，友愛についての巻では幾何学的比例に基づく正義が一次的で，算術的比例に基づく正義は
二次的であるとも述べられる（1158b30-33）。とはいえ，本節で見るように，いずれの比例も
アリストテレスの正義論に欠かせない主軸の原理であるのは間違いない。

4） アルベルトゥス・マグナスおよび，トマスの見解である。
5） Fleischacker［2004］の基本姿勢は，正義にかなった所有についての議論も，資源の割り当て
をめぐる社会的原理についての議論も古くよりあったが，両者が結びつくようになったのは最
近の 2世紀に過ぎないというものであり（Fleischacker ［2004］， 2），本稿続編，とりわけ第 4
編において非常に重要である。

6） 当該箇所の「本意からでない取引」を神崎［2014］， 196が「本意からの取引」と修正して訳す
ように，移動案を採用するのみならず，本文修正を含めた見解の相違がある。

7） 本文の議論を先取りする部分もあるが，Johnston［2011］の議論を整理し，コメントする。
Johnston［2011］は，配分的／矯正的正義を「相互性概念の二つの変種」と捉え，両正義を論
じる際に応報が念頭にあったことは明確とまで述べる。その際，（慎重な言い回しながら）配
分的正義の議論において近代的貢献原理が先取りされているとする。また，通常 exchange
（交換）と訳される μετάδοσιςをmutual contribution（相互貢献）と訳しつつ，交換的正義に関
わる者の価値が最終的に「政治的共同体の成員に利用可能な財およびサービスのストック全体
への貢献」により定まると考えてよいとする。こうして，貢献を架橋概念に，「比例的相互性
に基づく関係」の変種として，共同体への貢献に応じた配分的正義が発生すると見なす。他方，
矯正的正義は，ジョンストンの用語である「均衡のとれた相互性」，「目には目をあるいは同害
刑法のような何か」を前提として解釈するのが妥当と述べる。こうして，配分的／矯正的正義
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の実質が相互性概念により担保されると捉える。このような考えのもとには，共同体こそがア
リストテレスの相互性の議論の「基礎をなす原理」であるという考えがある（以上，Johnston 
［2011］， 68-82）。これに対し，本稿は，配分的／矯正的正義を近代的な平等概念を想定せずと
も解釈可能な形式的な正義として読解し，交換的正義は，必要に媒介されることで，貨幣＝事
物により実質性を得た正義概念であり，政治的共同体の枠組みすら超える傾向性をもつと捉え，
Johnston［2011］のような解釈は，交換的正義の実質性が誘発したものと考える。

8） 小沼［2000］は，『倫理学』第 5巻について，編纂の問題を指摘しつつ，整合的に読解しよう
とする中で，交換的正義が扱われる第 5章を，部分的正義のどちらかに位置づけようとするの
ではなく，「正義が具体化される場面に関する考察」と捉えている。具体性，実質性という点
を本稿は共有する（小沼［2000］，141， 182）。

9） なお，Del Vecchio［1953］は，アリストテレスの議論の欠点について述べる文脈で，矯正＝
交換的正義において重要なのは「人格の尊厳の等しさ」の認識にあるはずだとし（Del 
Vecchio［1953］， 53），このことから，交換的正義は配分的正義を前提としており，配分的正
義こそが第一の基礎的な正義の形式であるとする（Del Vecchio ［1953］， 67 n.13）。本稿続編，
とりわけ第 3編以降で検討すべき論点である。

10） なお，岩田［1985］は，交換的正義について，「共同体の成立に先行し，共同体を構成するた
めの必須の条件である，人間にとっての一種の自然権」であるとして，二つの部分的正義とは
別の地平の，両者の根底的基盤となる正義だと述べている（岩田［1985］，265）。Johnston
［2011］とは異なる見解だが，二つの部分的正義に先立つという捉え方は共通である。

11） 岩田［2010］は，『倫理学』と『政治学』とを整合的に読解しようとする。その中で，ホッブ
ズの交換的正義論に言及し，ホッブズほど極端ではないにしても，貨幣と必要をめぐり，アリ
ストテレスがすでに，「交換的正義が人為的な危うさの上を浮動していること」を暗示してい
ると述べている（岩田［2010］，211）。本稿続編の第 3編で論じたい。

12） Inamura［2015］は，アリストテレスの相互的友愛を，キリスト教的慈善（charity）と対比し
ており，非常に意義深い（Inamura ［2015］， 153）。本稿 1-1で言及したプルードンは相互性に
基づく社会構想について記述する際，一貫して慈善を否定した。本稿続編の第 4編で論じる。

13） この記述は，4-2等で言及した，公権力をもつ者を殴ると，そうでない者を殴るよりも多く罰
せられるという事例への理由となっている。優越性に基づく友愛があってしかるべきところで
は，そのような観点から立法がなされると捉えられる。

14） ただし，立法者の位置について注意しなければならない。ルソーが指摘するように，「ギリシ
アのほとんどのポリスでは，法の制定を外国人に託すことが習慣であった」（Rousseau 
［1964］， 382）からだ。
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